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諮問番号：令和５年度諮問第３号 

答申番号：令和５年度答申第４号 

 

答申書 

 

第１ 審査会の結論 

   処分庁広島市長（以下「処分庁」という。）が審査請求人に対して令和４年４月１

日付けで行った広島市Ａ区のａ○番○号又はｂ○番○号に所在する審理員意見書第１

の２⑴の表に掲げる各償却資産（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」

という。）第３４１条第４号。以下「本件各償却資産１」という。）に係る令和４年度

分の固定資産税（法第５条第２項第２号及び広島市市税条例（昭和２９年広島市条例

第２５号。以下「条例」という。）第３条第１項第２号）の賦課決定処分（以下「本

件処分１」という。）についての審査請求（以下「本件審査請求１」という。）並びに

令和４年５月１２日付けで行った本件各償却資産１に係る平成３０年度から令和３年

度までの各年度分の固定資産税の賦課決定処分（以下平成３０年度に係るものを「本

件処分２」、平成３１年度に係るものを「本件処分３」、令和２年度に係るものを「本

件処分４」及び令和３年度に係るものを「本件処分５」という。）及び広島市Ｂ区ｃ

○番○号に所在する審理員意見書第１の２⑵の表に掲げる各償却資産（以下「本件各

償却資産２」という。）（平成３０年度については本件各償却資産２の資産番号１８の

償却資産を除く。以下同じ。）に係る同年度から令和３年度までの各年度分の同税の

賦課決定処分（以下平成３０年度に係るものを「本件処分６」、平成３１年度に係る

ものを「本件処分７」、令和２年度に係るものを「本件処分８」及び令和３年度に係

るものを「本件処分９」という。）（以下これらの処分及び本件処分１を「本件各処分」

と総称する。）についての審査請求（以下「本件審査請求２」という。）は、理由がな

いからいずれも棄却されるべきとの審査庁広島市長（以下「審査庁」という。）の判

断は、妥当である。 

 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

   本件各処分は、以下の理由から取り消されるべきである。 

１ 地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「政令」という。）第４９条

の１５第２項第６号は、社会福祉法人又は同条第１項第１号から第３号までに掲げ

る者が主体となって実施する社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第３項

第４号に掲げる認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは老人デイサービス事業

（以下「認知症対応型老人共同生活援助事業等」という。）の用に供する固定資産

が非課税となる旨定めており、地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。

以下「総務省令」という。）第１０条の７の３第１項第４号に規定する団体を実施
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主体に掲げていない。これに対し、政令第４９条の１５第２項第９号は、社会福祉

法人又は同条第１項第１号から第３号までに掲げる者のみならず総務省令第１０条

の７の３第１項第４号に規定する団体が主体となって実施する障害福祉サービス事

業等の用に供する固定資産が非課税となる旨定めている。 

    社会福祉関係法令は介護保険法に基づくサービスを提供することにより相当する

障害福祉サービスの提供に代えているところ、総務省令第１０条の７の３第１項第

４号に規定する団体が障害福祉サービスの用に供する固定資産は非課税となるのに

同法に基づくサービスの用に供する固定資産は非課税とならないのは、平仄が合わ

ず明らかに不合理であるから、特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成

１０年法律第７号）第２条第２項。以下「ＮＰＯ法人」という。）であって広島県

知事が同号に規定する団体であることを証明した審査請求人が認知症対応型老人共

同生活援助事業等の用に供する固定資産について、政令第４９条の１５第２項第６

号又は第９号を（類推）適用して非課税とすべきである。 

２ 政令第４９条の１５第２項第６号は、総務省令第１０条の７の３第１項第４号に

規定する団体が実施主体となる場合を除外する限度において、平等原則に反し、用

途の特質（公益性）に鑑み固定資産税を非課税とする法第３４８条第２項第１０号

の７の委任の範囲を逸脱した違法なものとして明らかに無効であるから、ＮＰＯ法

人であって広島県知事が総務省令第１０条の７の３第１項第４号に規定する団体で

あることを証明した審査請求人が認知症対応型老人共同生活援助事業等の用に供す

る固定資産について、法第３４８条第２項第１０号の７の規定により固定資産税を

非課税とすべきである。 

３ 法令の文理解釈によれば審査請求人の事業の用に供されている固定資産は非課税

にならないことになるが、このような非課税の対象について定めているのは、法律

ではなく、その委任を受けた政令からさらに委任を受けた省令であり、これらは法

令の解釈を補完するためのものであるから、非課税について定めた法第３４８条第

２項第１０号の規定の解釈が重要であり、当該規定の趣旨・目的を考慮すれば、公

益性の認められる者として指定を受けている審査請求人の事業の用に供されている

固定資産は非課税となる。 

４ 審査請求人が実施している日中一時支援事業は、社会福祉法第２条第３項第２号

の定める一時預かり事業と同趣旨の事業であるから、ＮＰＯ法人であって広島県知

事が総務省令第１０条の７の３第１項第４号に規定する団体であることを証明した

審査請求人が日中一時支援事業の用に供する固定資産について、政令第４９条の１

５第２項第９号を（類推）適用して、総務省令の定める範囲で固定資産税を非課税

とすべきである。 

５ 審査請求人は償却資産申告書の備考に記載したように非課税申告書を求めたが、

処分庁は聴取も訪問調査もせず一方的に本件各処分を行っており、本件各処分は、

法第３４８条第２項第１０号の７の規定に違反している。 

ひょうそく 
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６ 処分庁は、ＮＰＯ法人であって広島県知事が総務省令第１０条の７の３第１項第

４号に規定する団体であることを証明した審査請求人が認知症対応型老人共同生活

援助事業等の用に供する固定資産について、条例第７１条第１項第２号又は第４号

の規定により固定資産税を１０割減免すべきである。 

 

第３ 審理員意見書の要旨 

１ 審理員意見書の結論 

   本件審査請求１及び本件審査請求２は、理由がないから、行政不服審査法（平成２

６年法律第６８号）第４５条第２項の規定によりいずれも棄却されるべきである。 

２ 審理員意見書の理由 

⑴ 本件各処分に係る税額の算出について 

ア 固定資産税の額の算出方法 

     償却資産に対して課する固定資産税の額は、賦課期日における当該償却資産の

価格（法第３４１条第５号）で償却資産課税台帳（同条第１４号）に登録された

ものを課税標準とし（法第３４９条の２及び条例第６１条第７項）、その額に税

率（１．４％（法第３５０条第１項及び条例第６２条））を乗じて算出する。 

     なお、地方税の課税標準額を計算する場合においてその額に１０００円未満の

端数があるとき又は地方税の確定金額に１００円未満の端数があるときは、当該

端数金額は切り捨てる（法第２０条の４の２第１項及び第３項）。 

イ 固定資産税の課税標準額 

(ア) 本件各償却資産１ 

      本件各償却資産１に係る平成３０年度から令和４年度までの各年度分の固定

資産税の課税標準額は、各年度の償却資産課税台帳に登録された本件各償却資

産１の各価格（審理員意見書第１の３及び５⑴アからエまで）をそれぞれ合計

した平成３０年度分は○円、平成３１年度分は○円、令和２年度分は○円、令

和３年度分は○円、令和４年度分は○円となる（１０００円未満の端数金額切

捨て）。 

(イ) 本件各償却資産２ 

      本件各償却資産２に係る平成３０年度から令和３年度までの各年度分の固定

資産税の課税標準額は、各年度の償却資産課税台帳に登録された本件各償却資

産２の各価格（審理員意見書第１の５⑵アからエまで）をそれぞれ合計した平

成３０年度分は○円、平成３１年度分は○円、令和２年度分は○円、令和３年

度分は○円となる（１０００円未満の端数金額切捨て）。 

ウ 固定資産税の額 

(ア) 本件各償却資産１ 

      前記イ(ア)の各課税標準額に税率（１．４％）を乗じると、本件各償却資産１

に係る平成３０年度から令和４年度までの各年度分の固定資産税の額は、平成
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３０年度分は○円、平成３１年度分は○円、令和２年度分は○円、令和３年度

分は○円、令和４年度分は○円となる（１００円未満の端数金額切捨て）。 

(イ) 本件各償却資産２ 

      前記イ(イ)の各課税標準額に税率（１．４％）を乗じると、本件各償却資産２

に係る平成３０年度から令和３年度までの各年度分の固定資産税の額は、平成

３０年度分は○円、平成３１年度分は○円、令和２年度分は○円、令和３年度

分は○円となる（１００円未満の端数金額切捨て）。 

エ まとめ 

     以上のとおり、固定資産税の額について、本件各償却資産１に係る令和４年度

分を○円とする本件処分１、平成３０年度分を○円とする本件処分２、平成３１

年度分を○円とする本件処分３、令和２年度分を○円とする本件処分４及び令和

３年度分を○円とする本件処分５並びに本件各償却資産２に係る平成３０年度分

を○円とする本件処分６、平成３１年度分を○円とする本件処分７、令和２年度

分を○円とする本件処分８及び令和３年度分を○円とする本件処分９は、前記ウ

(ア)及び(イ)の額といずれも同額であり、適正に行われていることが認められる。 

⑵ 本件各償却資産１又は本件各償却資産２が非課税となる固定資産に該当するとい

えるかについて 

ア 法等の規定 

(ア) 法第３４８条第２項本文は、固定資産が同項第１０号の７の「社会福祉法人

その他政令で定める者が社会福祉法第２条第１項に規定する社会福祉事業（同

条第３項第１号の２に掲げる事業を除く。）の用に供する固定資産で政令で定

めるもの」に該当する場合には固定資産税を課することができない旨規定して

いる。 

(イ) 政令第４９条の１５第１項各号は、法第３４８条第２項第１０号の７に規定

する政令で定める者として、それぞれ次の者を掲げている。 

ａ 第１号 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合

会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 

ｂ 第２号 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企

業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済

組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、

国民年金基金連合会、商工組合（組合員に出資をさせないものに限る。）、商

工組合連合会（会員に出資をさせないものに限る。）、石炭鉱業年金基金、全

国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連

合会及び日本私立学校振興・共済事業団 

ｃ 第３号 医療法人 

ｄ 第４号 前記ａからｃまでに掲げる者以外の者で児童福祉法第２７条第１

項第３号の規定による委託を受けたもの 
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ｅ 第５号 前記ａからｃまでに掲げる者以外の者で児童福祉法第３３条の６

第１項の規定による委託を受けたもの 

ｆ 第６号 前記ａからｅまでに掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの 

(ウ) 政令第４９条の１５第２項各号は、法第３４８条第２項第１０号の７に規定

する政令で定める固定資産として、それぞれ次の固定資産を掲げている。 

ａ 第１号 社会福祉法人又は政令第４９条の１５第１項第１号に掲げる者が

実施する社会福祉法第２条第２項第１号に掲げる生計困難者に対して助葬を

行う事業、同項第６号若しくは第７号に掲げる事業又は同条第３項第１号、

第３号、第８号、第１１号若しくは第１３号に掲げる事業の用に供する固定

資産 

ｂ 第２号 社会福祉法人又は政令第４９条の１５第１項第１号若しくは第６

号に掲げる者（同号に掲げる者にあっては、総務省令で定めるものに限る。）

が実施する社会福祉法第２条第３項第５号に掲げる介助犬訓練事業又は聴導

犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの 

ｃ 第３号 社会福祉法人又は政令第４９条の１５第１項第１号に掲げる者

（同号に掲げる者にあっては、総務省令で定めるものに限る。）で、道路交

通法施行令第８条第２項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが

実施する社会福祉法第２条第３項第５号に掲げる盲導犬訓練施設を経営する

事業の用に供する固定資産 

ｄ 第４号 社会福祉法人又は政令第４９条の１５第１項第１号若しくは第６

号に掲げる者（同号に掲げる者にあっては、総務省令で定めるものに限る。）

が実施する社会福祉法第２条第３項第９号に掲げる事業の用に供する固定資

産で総務省令で定めるもの 

ｅ 第５号 社会福祉法人又は政令第４９条の１５第１項第１号若しくは第３

号に掲げる者が実施する社会福祉法第２条第３項第４号の２に掲げる福祉ホ

ームを経営する事業、同項第５号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具

製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第１０

号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの 

ｆ 第６号 社会福祉法人又は政令第４９条の１５第１項第１号から第３号ま

でに掲げる者が実施する社会福祉法第２条第３項第４号に掲げる老人居宅介

護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅

介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業

の用に供する固定資産 

ｇ 第７号 社会福祉法人又は政令第４９条の１５第１項第１号から第４号ま

でに掲げる者（同項第１号から第３号までに掲げる者にあっては、児童福祉

法第２７条第１項第３号の規定による委託を受けたものに限る。）が実施す

る社会福祉法第２条第３項第２号に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に
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供する固定資産で総務省令で定めるもの 

ｈ 第８号 社会福祉法人又は政令第４９条の１５第１項第１号から第３号ま

で若しくは第５号に掲げる者（同項第１号から第３号までに掲げる者にあっ

ては、児童福祉法第３３条の６第１項の規定による委託を受けたものに限

る。）が実施する社会福祉法第２条第３項第２号に掲げる児童自立生活援助

事業の用に供する固定資産 

ｉ 第９号 社会福祉法人又は政令第４９条の１５第１項各号に掲げる者（同

項第６号に掲げる者にあっては、総務省令で定めるものに限る。）が実施す

る社会福祉法第２条第３項第２号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談

支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪

問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病

児保育事業、子育て援助活動支援事業若しくは児童の福祉の増進について相

談に応ずる事業、同項第２号の３に掲げる事業、同項第４号の２に掲げる一

般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第５号に掲げる身体障害者

の更生相談に応ずる事業若しくは同項第６号に掲げる知的障害者の更生相談

に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第４号

の２に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援セ

ンターを経営する事業、同項第５号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若し

くは手話通訳事業若しくは同項第１２号に掲げる事業の用に供する固定資産 

(エ) 総務省令第１０条の７の３第１項各号は、政令第４９条の１５第１項第６号

に規定する総務省令で定める者として、社会福祉法第６８条の２及び第６９条

（それぞれ同法第７４条の規定が適用される場合を含む。）の規定により都道

府県知事に届出をした者であって、それぞれ次の者を掲げている。 

ａ 第１号 宗教法人 

ｂ 第２号 政令第４９条の１５第２項第２号に規定する事業の実施について

都道府県又は指定都市等（地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市又

は同法第２５２条の２２第１項の中核市をいう。以下この号（中略）におい

て同じ。）から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定

都市等の長が証明したもの 

ｃ 第３号 政令第４９条の１５第２項第９号に規定する事業の実施について

都道府県又は市町村から委託を受けた者 

ｄ 第４号 認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者

又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者によ

り組織される団体（法人格のない団体を含む。）で営利を目的としない団体

であることについて都道府県知事が証明したもの 

(オ) 総務省令第１０条の７の３第２項は、政令第４９条の１５第２項第２号に規

定する総務省令で定める者は総務省令第１０条の７の３第１項第２号に掲げる
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者とする旨規定している。 

(カ) 総務省令第１０条の７の３第５項は、政令第４９条の１５第２項第４号に規

定する総務省令で定める者は総務省令第１０条の７の３第１項第１号に掲げる

者とする旨規定している。 

(キ) 総務省令第１０条の７の３第９項は、政令第４９条の１５第２項第９号に規

定する総務省令で定める者は総務省令第１０条の７の３第１項第３号及び第４

号に掲げる者とする旨規定している。 

イ 判断の枠組み 

     法は、第３４８条第２項本文において固定資産税を課することができない固定

資産について規定し、同項第１０号の７において同税を課することができない固

定資産として、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第２条第１項に

規定する社会福祉事業（同条第３項第１号の２に掲げる事業を除く。以下同じ。）

の用に供する固定資産で政令で定めるものと規定している。したがって、法第３

４８条第２項第１０号の７に掲げる固定資産に該当するもの（①当該固定資産を

事業の用に供する者が社会福祉法人又は同号に規定する政令で定める者に該当す

ること及び②当該固定資産が同号に規定する政令で定める固定資産に該当するこ

とのいずれの要件も満たすもの）は、非課税となる固定資産である。 

ウ 本件各償却資産１又は本件各償却資産２の法第３４８条第２項第１０号の７該

当性 

     本件各償却資産１又は本件各償却資産２の一部又は全部が平成３０年度から令

和４年度までの各年度分の固定資産税の賦課期日（当該各年度の初日の属する年

の１月１日（法第３５９条及び条例第６６条）。以下「本件各賦課期日」という。）

において法第３４８条第２項第１０号の７に掲げる固定資産に該当するかどうか

を以下検討する。 

(ア) 社会福祉法人又は法第３４８条第２項第１０号の７に規定する政令で定める

者 

ａ 法第３４８条第２項第１０号の７に規定する政令で定める者について、政

令第４９条の１５第１項は、同項各号に掲げる者（同項第６号の「前各号に

掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの」は、社会福祉法第６８条の２等

の規定により都道府県知事に届出をした者で総務省令第１０条の７の３第１

項各号に掲げる者）とする旨規定している。したがって、固定資産を事業の

用に供する者が社会福祉法人又は法第３４８条第２項第１０号の７に規定す

る政令で定める者に該当するというためには、当該者が社会福祉法人又は政

令第４９条の１５第１項各号（第６号については総務省令第１０条の７の３

第１項各号）のいずれかに該当する者（以下「社会福祉法人等」という。）

であることが認められなければならない。 

ｂ 本件各賦課期日において本件各償却資産１及び本件各償却資産２を事業等
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の用に供していた審査請求人は、政令第４９条の１５第１項第６号に掲げる

者として、広島県知事から総務省令第１０条７の３第１項第４号に規定する

団体であることを証明された者である旨主張し（前記第２の１等）、その証

拠資料として審理員に対し提出した令和４年９月１４日付けの「証明願」と

題する書面には、審査請求人が同号に規定する団体であることを広島県知事

が同月１５日付けで証明した旨の記載があることが認められる。当該記載か

ら、審査請求人が広島県知事から同日において同号に規定する団体であった

ことを証明されたことが確認できるものの、同日よりも前の本件各賦課期日

においても同号に規定する団体であったことを証明されたといえるかどうか

は判然としないが、仮に証明されたといえるとすると、審査請求人は、本件

各賦課期日において同号に該当する社会福祉法人等であることが認められる

から、法第３４８条第２項第１０号の７に規定する政令で定める者に該当し

ていたことになる。 

ｃ なお、本件各賦課期日において、審査請求人が社会福祉法人等（総務省令

第１０条の７の３第１項第４号に掲げる者を除く。）に該当していた事実は

認められないし、審査請求人以外の者で社会福祉法人等に該当する者が本件

各償却資産１又は本件各償却資産２の一部又は全部を事業の用に供していた

事実も認められない。 

(イ) 法第３４８条第２項第１０号の７に規定する政令で定める固定資産 

ａ 法第３４８条第２項第１０号の７に規定する政令で定める固定資産につい

て、政令第４９条の１５第２項は、同項各号に掲げる固定資産とする旨規定

している。そして、同項各号のうち同条第１項第６号に掲げる者が実施する

事業の用に供する固定資産に係る規定は同条第２項第２号、第４号及び第９

号であり、これらにおいてはいずれも同条第１項第６号に掲げる者にあって

は当該者に該当する総務省令第１０条の７の３第１項各号に掲げる者のうち

特定のものに限って実施する事業の用に供する固定資産とする旨規定してお

り、審査請求人が該当するとして主張する同項第４号に掲げる者が実施する

事業の用に供する固定資産に係る規定は政令第４９条の１５第２項第９号の

みである（総務省令第１０条の７の３第２項、第５項及び第９項）。 

       したがって、総務省令第１０条の７の３第１項第４号に掲げる者が実施す

る事業の用に供する固定資産が法第３４８条第２項第１０号の７に規定する

政令で定める固定資産に該当するというためには、当該固定資産が政令第４

９条の１５第２項第９号に掲げる事業の用に供する固定資産（前記ア(ウ)ｉ）

に該当することが認められなければならない。 

ｂ 本件各賦課期日において、本件各償却資産１又は本件各償却資産２の一部

又は全部が政令第４９条の１５第２項第９号に掲げる事業の用に供する固定

資産に該当していた事実は認められない。 
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ｃ この点、審査請求人は、実施している日中一時支援事業は政令第４９条の

１５第２項第９号の社会福祉法第２条第３項第２号の定める一時預かり事業

と同趣旨の事業であるから、本件各償却資産１及び本件各償却資産２のうち

日中一時支援事業の用に供する償却資産は政令第４９条の１５第２項第９号

の一時預かり事業の用に供する固定資産に該当するとして当該償却資産に係

る固定資産税は非課税とされるべきである旨主張する（前記第２の４）。 

ｄ 審査請求人が審理員に対し証拠資料として提出した平成１９年１月３１日

付け「広島市日中一時支援事業の実施に関する協定書」（広島市と審査請求

人が同日付けで協定を締結したもの）には、審査請求人は事業所Ｃにおいて

広島市日中一時支援事業実施要綱第３条に規定するサービスを提供する旨が

記載されている（同協定書第１条及び第３条第１項）。そして、同要綱にお

いて、「この要綱は、地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業

（中略）について必要な事項を定めるものとする。」（同要綱第１条）、「この

要綱における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号（中略））の例による。」（同要

綱第２条）及び「市長は、指定短期入所事業所、障害者支援施設その他の市

長が定める施設において障害者（児童）を一時的に預り、見守る等のサービ

ス（中略）に要する費用（中略）について日中一時支援給付費を支給する日

中一時支援事業を行う。」（同要綱第３条）等と定められている。また、同法

において、市町村は障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために

必要な事業を行うことができる旨規定されており（同法第７７条第３項）、

「市町村任意事業実施要領」（平成１８年８月１日付け障発第０８０１００

２号「地域生活支援事業等の実施について」（厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部長通知）の別紙１「地域生活支援事業実施要綱」の（別記１－１

１））において、市町村等は障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営

むために必要な事業の一つとして日中一時支援事業（同要領１⑷）を実施す

ることができる旨定められている。これらの規定等から、審査請求人が実施

していると主張する日中一時支援事業は、同法の規定及び広島市日中一時支

援事業実施要綱等の定めに基づき、事業者から障害者支援施設等において障

害者等を一時的に預かり、見守る等のサービスの提供を受けた障害者等に対

し、その費用について広島市（長）が日中一時支援給付費を支給するという

日中一時支援事業に係るサービスの提供であると考えられる。 

ｅ そして、審査請求人が日中一時支援事業と同趣旨の事業であると主張する

政令第４９条の１５第２項第９号の社会福祉法第２条第３項第２号に掲げる

一時預かり事業は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第

７項に規定する家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児

又は幼児について内閣府令で定めるところにより主として昼間において保育
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所、認定こども園その他の場所において一時的に預かり必要な保護を行う事

業であり、日中一時支援事業とは根拠法令及び趣旨が異なるものである。 

ｆ よって、日中一時支援事業に係るサービスの用に供する償却資産は、政令

第４９条の１５第２項第９号の一時預かり事業の用に供する固定資産に該当

しないから、審査請求人の主張は理由がない。 

ｇ 以上のとおり、本件各償却資産１及び本件各償却資産２は、本件各賦課期

日において、仮に審査請求人が総務省令第１０条の７の３第１項第４号に掲

げる者に該当していたとしても、いずれも政令第４９条の１５第２項第９号

に掲げる事業の用に供する固定資産に該当することが認められないから、法

第３４８条第２項第１０号の７に規定する政令で定める固定資産に該当しな

い。 

(ウ) まとめ 

      以上のことから、本件各償却資産１及び本件各償却資産２は、いずれも法第

３４８条第２項第１０号の７に掲げる社会福祉法人その他政令で定める者が社

会福祉法第２条第１項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で

定めるものに該当しない。 

⑶ 賦課決定処分の期間制限について 

ア 固定資産税の賦課決定処分の期間制限について、法第１７条の５第５項は、法

定納期限の翌日から起算して５年を経過した日以後においてはすることができな

い旨規定している。 

イ 本件処分１は令和４年４月１日付けで、本件各処分（本件処分１を除く。）は

同年５月１２日付けで行われているところ、本件各処分の固定資産税の法定納期

限は、本件処分２の同税及び本件処分６の同税は平成３０年５月１日、本件処分

３の同税及び本件処分７の同税は令和元年５月７日、本件処分４の同税及び本件

処分８の同税は令和２年４月３０日、本件処分５の同税及び本件処分９の同税は

令和３年４月３０日、本件処分１の同税は令和４年５月２日であり、本件各処分

はいずれも同税の法定納期限の翌日から起算して５年を経過する日以前に行われ

ていることが認められる。 

ウ よって、本件各処分は、いずれも法第１７条の５第５項が規定する賦課決定処

分をすることができる期間内に行われている。 

⑷ 審査請求人の主張について 

    審査請求人の主張（前記第２）のうち、同⑷の主張については前記⑵ウにおいて

述べたとおりであり、その余については以下のとおりである。 

ア 審査請求人の前記第２の１の主張について 

(ア) 審査請求人の主張 

      審査請求人は、社会福祉関係法令は介護保険法に基づくサービスを提供する

ことにより相当する障害福祉サービスの提供に代えているところ、政令第４９
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条の１５第２項第６号及び第９号の規定によれば総務省令第１０条の７の３第

１項第４号に規定する団体であることについて都道府県知事が証明した者が障

害福祉サービスの用に供する固定資産に係る固定資産税は非課税となるのに同

法に基づくサービスの用に供する固定資産に係る同税は非課税とならないこと

とならないのは平仄が合わず明らかに不合理であるから、ＮＰＯ法人であって

広島県知事から同号に規定する団体であることを証明された審査請求人が認知

症対応型老人共同生活援助事業等の用に供する固定資産に係る同税は、政令第

４９条の１５第２項第６号又は第９号の規定を類推適用して非課税とされるべ

きである旨主張する。 

(イ) 審査請求人の主張に対する判断 

「憲法は、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うことを定め

（３０条）、新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律

の定める条件によることを必要としており（８４条）、それゆえ、課税要件及

び租税の賦課徴収の手続は、法律で明確に定めることが必要である」。「そして、

このような租税法律主義の原則に照らすと、租税法規はみだりに規定の文言を

離れて解釈すべきものではない」（最高裁平成２７年７月１７日第二小法廷判

決（裁判所ＷＥＢ））。「中でも特則・例外規定たる非課税要件規定については、

租税負担公平の原則から不公平の拡大を防止するため、解釈の狭義性、厳格性

が要請される」（大阪高裁昭和６２年（行コ）第１９号昭和６３年１０月２６

日判決）から、政令第４９条の１５第２項第６号又は第９号の規定を類推適用

して、認知症対応型老人共同生活援助事業等の用に供する固定資産に係る固定

資産税を非課税とすることはできない。よって、審査請求人の主張は理由がな

い。 

イ 審査請求人の前記第２の２の主張について 

(ア) 審査請求人の主張 

      審査請求人は、政令第４９条の１５第２項第６号は、総務省令第１０条の７

の３第１項第４号に規定する団体が実施主体となる場合を除外する限度におい

て、法第３４８条第２項第１０号の７の委任の範囲を逸脱した違法なものとし

て明らかに無効であるから、ＮＰＯ法人であって広島県知事から総務省令第１

０条の７の３第１項第４号に規定する団体であることを証明された審査請求人

が認知症対応型老人共同生活援助事業等の用に供する固定資産に係る固定資産

税は、法第３４８条第２項第１０号の７の規定に基づき非課税とされるべきで

ある旨主張する。 

(イ) 審査請求人の主張に対する判断 

      本件審査請求１及び本件審査請求２における処分庁及び審査庁（行政不服審

査法第９条第１項の審査庁をいう。）である広島市長は、行政機関であり、現

行の法令を所与のものとし、これにのっとって処分や審査請求に対する判断を

ひょうそく 
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行うものであり、本件各償却資産１及び本件各償却資産２が法第３４８条第２

項第１０号の７に掲げる非課税となる固定資産に該当しないことは前記⑵ウに

おいて述べたとおりであるから、審査請求人の主張は採用することができない。 

ウ 審査請求人の前記第２の３の主張について 

(ア) 審査請求人の主張 

      審査請求人は、法令の文理解釈によれば審査請求人の事業の用に供されてい

る固定資産に係る固定資産税は非課税にならないことになるが、この非課税の

対象について定めているのは政令及び総務省令であり、これらは法の解釈を補

完するためのものであるから、非課税について定めた法第３４８条第２項第１

０号（の７）の規定の解釈が重要であり、当該規定の趣旨及び目的を考慮すれ

ば、審査請求人の事業の用に供されている固定資産に係る同税は非課税となる

旨主張する。 

(イ) 審査請求人の主張に対する判断 

      前記ア(イ)で述べたとおり、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべ

きものではなく、中でも特則・例外たる非課税要件規定については、租税負担

公平の原則から解釈の狭義性、厳格性が要請される。そして、「文理解釈によ

っては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて、規定の趣旨

目的に立ち戻って、その意味内容を明らかにするという目的的解釈が行われる」

（東京高裁平成１９年１１月１日判決（裁判所ＷＥＢ））ところ、本件各償却

資産１及び本件各償却資産２は、法令の文理解釈によれば法第３４８条第２項

第１０号の７に掲げる非課税となる固定資産に該当しないことは前記⑵ウにお

いて述べたとおりであり、このことについては審査請求人も前記(ア)のとおり自

認しており、本件は、文理解釈によって規定の意味内容を明らかにすることが

困難な場合には当たらないから、審査請求人の主張は理由がない。 

エ 審査請求人の前記第２の５の主張について 

(ア) 審査請求人の主張 

      審査請求人は、審査請求人が非課税申告書を求めたにもかかわらず処分庁は

聴取も訪問調査もせず一方的に本件各処分を行っており、本件各処分は法第３

４８条第２項第１０号の７の規定に違反している旨主張する。 

(イ) 審査請求人の主張に対する判断 

      市長は非課税申告書の送付の求めがあった場合に聴取又は訪問調査をしなけ

れば固定資産税の賦課決定処分を行ってはならない旨を定めた法等の規定は見

当たらず、本件各償却資産１及び本件各償却資産２が法第３４８条第２項第１

０号の７に掲げる非課税となる固定資産に該当しないことは前記⑵ウにおいて

述べたとおりであるから、審査請求人の主張は理由がない。 

オ 審査請求人の前記第２の６の主張について 

(ア) 審査請求人の主張 
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      審査請求人は、ＮＰＯ法人であって広島県知事から総務省令第１０条の７の

３第１項第４号に規定する団体であることを証明された審査請求人が認知症対

応型老人共同生活援助事業等の用に供する固定資産に係る固定資産税は条例第

７１条第１項第２号又は第４号の規定に基づき１０割減免されるべきである旨

主張する。 

(イ) 審査請求人の主張に対する判断 

      本件各処分は、普通徴収の方法によって徴収する地方税の税額を確定する処

分である賦課決定処分であるところ（法第１７条の４第１項第１号参照）、審

査請求人が主張する１０割減免は、法律及び条例の定めるところによって課税

権を行使した後、納税者の申請によって、その税額の全部を免除するものであ

り（「令和３年度版要説固定資産税」（固定資産税務研究会編、株式会社ぎょう

せい発行）２０９ページ参照）、１０割減免されることにより賦課決定処分が

取り消されたり、違法又は不当なものとなるわけではない。よって、審査請求

人が認知症対応型老人共同生活援助事業等の用に供する固定資産に係る固定資

産税が１０割減免されるべきであるかどうかは本件各処分に影響を与えないか

ら、審査請求人の主張は理由がない。 

 

第４ 審査庁の裁決に対する考え方の要旨 

 本件審査請求１及び本件審査請求２は、審理員意見書のとおり、いずれも棄却され

るべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

 令和５年 ７月 ７日 審査庁から諮問書を受領 

 令和５年 ７月３１日 第１回合議体会議 調査審議 

 令和５年 ９月２５日 第２回合議体会議 調査審議 

 令和５年１０月２３日 第３回合議体会議 調査審議 

 

第６ 審査会の判断の理由 

１ 本件各処分に係る税額の算出について 

   本件各償却資産１に係る令和４年度分の固定資産税の額並びに本件各償却資産１及

び本件各償却資産２に係る平成３０年度から令和３年度までの各年度の固定資産税の

額については、審理員意見書のとおり法等の規定に基づき算出されており、適正に行

われていることが認められる。 

   なお、本件各処分がいずれも法第１７条の５第５項が規定する固定資産税の賦課決

定処分をすることができる期間内に行われていることは審理員意見書のとおりである。 

２ 本件各償却資産１又は本件各償却資産２が非課税となる固定資産に該当するといえ

るかについて 
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⑴ 判断の枠組み 

法第３４８条第２項本文及び同項第１０号の７の規定から、固定資産を事業の用

に供する者が社会福祉法人又は同号に規定する政令で定める者に該当すること及び

当該固定資産が同号に規定する政令で定める固定資産に該当することのいずれの要

件も満たすものが非課税となる固定資産である。 

    そこで、本件各償却資産１又は本件各償却資産２の一部又は全部が本件各賦課期

日においてこれらの要件を満たし、固定資産税を課することができない固定資産に

該当するかどうかを以下検討する。 

⑵ 社会福祉法人又は法第３４８条第２項第１０号の７に規定する政令で定める者へ

の該当性について 

固定資産を事業の用に供する者が社会福祉法人又は法第３４８条第２項第１０号

の７に規定する政令で定める者に該当するというためには、当該者が社会福祉法人

等であることが認められなければならない。 

この点、本件各賦課期日において、審査請求人が社会福祉法人等（総務省令第１

０条の７の３第１項第４号に掲げる者を除く。）に該当していた事実等は認められ

ない。 

そして、審査請求人が社会福祉法人等である総務省令第１０条の７の３第１項第

４号に掲げる者に該当するかについて、審査請求人は令和４年９月１４日付けの

「証明願」と題する書面を提出しており、当該書面には審査請求人が広島県知事か

ら同月１５日付けで同号に規定する団体であることを証明された旨の記載があるこ

とが確認できる。これにより同日よりも前の本件各賦課期日においても同号に規定

する団体であることを証明されたといえるかどうかは判然としないが、仮に証明さ

れたといえるとすると、審査請求人は、社会福祉法人等であることが認められ、法

第３４８条第２項第１０号の７に規定する政令で定める者に該当していたことにな

る。 

⑶ 法第３４８条第２項第１０号の７に規定する政令で定める固定資産への該当性に

ついて 

仮に審査請求人が総務省令第１０条の７の３第１項第４号に掲げる者に該当する

とした場合、同号に掲げる者が事業の用に供する固定資産が法第３４８条第２項第

１０号の７に規定する政令で定める固定資産に該当するというためには、当該固定

資産が政令第４９条の１５第２項第９号に掲げる固定資産に該当することが認めら

れなければならないところ、本件各賦課期日において、本件各償却資産１又は本件

各償却資産２が同号に掲げる固定資産に該当していた事実が認められないことにつ

いては、審理員意見書のとおりである。 

この点、審査請求人は、実施している日中一時支援事業は政令第４９条の１５第

２項第９号に規定する社会福祉法第２条第３項第２号の一時預かり事業と同趣旨の

事業であるから、本件各償却資産１及び本件各償却資産２のうち日中一時支援事業
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の用に供する償却資産は非課税とされるべきである旨主張するが、一時預かり事業

と日中一時支援事業は根拠法令及び趣旨が異なるものであるから、審査請求人の主

張は理由がない。 

よって、本件各償却資産１及び本件各償却資産２は、本件各賦課期日において、

いずれも政令第４９条の１５第２項第９号に掲げる事業の用に供する固定資産に該

当することが認められないから、法第３４８条第２項第１０号の７に規定する政令

で定める固定資産に該当しない。 

⑷ まとめ 

    以上のことから、本件各償却資産１及び本件各償却資産２は、いずれも固定資産

税を課することができない固定資産に該当しない。 

３ 審査請求人の主張について 

⑴ 審査請求人は、社会福祉関係法令は介護保険法に基づくサービスを提供すること

により相当する障害福祉サービスの提供に代えているところ、政令第４９条の１５

第２項第６号及び第９号の規定によれば総務省令第１０条の７の３第１項第４号に

規定する団体について、障害福祉サービスの用に供する固定資産に係る固定資産税

は非課税となるのに介護保険法に基づくサービスの用に供する固定資産に係る同税

は非課税とならないのは平仄が合わず明らかに不合理であるから、同号に規定する

団体に該当する審査請求人が認知症対応型老人共同生活援助事業等の用に供する固

定資産に係る同税は、政令第４９条の１５第２項第６号又は第９号の規定を類推適

用して非課税とされるべきである旨主張する。 

    しかしながら、「租税法律主義の原則に照らすと、租税法規はみだりに規定の文

言を離れて解釈すべきものではない」（最高裁平成２７年７月１７日第二小法廷判

決）とされ、「中でも特則・例外規定たる非課税要件規定については、租税負担公

平の原則から不公平の拡大を防止するため、解釈の狭義性、厳格性が要請される」

（大阪高裁昭和６３年１０月２６日判決）ものであり、政令第４９条の１５第２項

第６号等の規定を類推適用して認知症対応型老人共同生活援助事業等の用に供する

固定資産を非課税とすることはできないから、審査請求人の主張は理由がない。 

⑵ また、審査請求人は、政令第４９条の１５第２項第６号は、総務省令第１０条の

７の３第１項第４号に規定する団体が実施主体となる場合を除外する限度において、

法第３４８条第２項第１０号の７の委任の範囲を逸脱した違法なものとして明らか

に無効であるから、総務省令第１０条の７の３第１項第４号に規定する団体に該当

する審査請求人が認知症対応型老人共同生活援助事業等の用に供する固定資産は、

非課税とされるべきである旨主張する。 

しかしながら、審査請求人の主張をもってしても直ちに政令第４９条の１５第２

項第６号が法の委任の範囲を逸脱した違法なものとまではいえず、処分庁及び審査

庁（行政不服審査法第９条第１項の審査庁をいう。）である広島市長は、行政機関

であり、現行の法令を所与のものとし、これにのっとって処分や審査請求に対する

ひょうそく 
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判断を行うものであり、本件各償却資産１及び本件各償却資産２が法第３４８条第

２項第１０号の７に掲げる非課税となる固定資産に該当しないことは前記２におい

て述べたとおりであるから、審査請求人の主張は採用することができない。 

⑶ さらに、審査請求人は、法令の文理解釈によれば審査請求人の事業の用に供され

ている固定資産は非課税にならないことになるが、この非課税の対象について定め

ている政令及び総務省令は法の解釈を補完するためのものであるから、非課税につ

いて定めた法第３４８条第２項第１０号の７の規定の解釈が重要であり、当該規定

の趣旨・目的を考慮すれば、審査請求人の事業の用に供されている固定資産は非課

税となる旨主張する。 

    しかしながら、前記⑴で述べたとおり、租税法規はみだりに規定の文言を離れて

解釈すべきものではなく、中でも特則・例外たる非課税要件規定については、租税

負担公平の原則から解釈の狭義性、厳格性が要請され、「文理解釈によっては規定

の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて、規定の趣旨目的に立ち戻っ

て、その意味内容を明らかにするという目的的解釈が行われる」（東京高裁平成１

９年１１月１日判決）ところ、本件各償却資産１及び本件各償却資産２は、法令の

文理解釈によれば非課税となる固定資産に該当しないことは前記２において述べた

とおりであり、文理解釈によって規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合

に当たらないから、審査請求人の主張は理由がない。 

⑷ 加えて、審査請求人は、条例第７１条第１項第２号又は第４号の規定に基づき審

査請求人が認知症対応型老人共同生活援助事業等の用に供する固定資産に係る固定

資産税を１０割減免することなく行った本件各処分は違法又は不当である旨主張す

るが、固定資産税の賦課決定処分を行うに当たり減免について考慮する旨を定めた

法等の規定は見当たらず、減免は、法律及び条例の定めるところによって課税権を

行使した後、納税者の申請によって税額の全部又は一部を免除するものであるから、

審査請求人の主張は理由がない。 

⑸ 審査請求人が述べているその他の主張については、本件各処分の適法性又は妥当

性に影響を与えるものではなく、取消しを行うべき理由にはならない。 

４ 結論 

   以上の次第であるから、本件各処分に違法性・不当性は認められない。 

 

広島市行政不服審査会合議体 

委員（合議体長） 門田 孝、 委員 福永 実、 委員 木村 文子 

 


